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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

航空宇宙工業会（SJAC）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工

業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって，JIS Q 9100:2009

は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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品質マネジメントシステム－ 

航空，宇宙及び防衛分野の組織に対する要求事項 

Quality management systems- 

Requirements for aviation, space and defense organizations 

 

序文 

この規格は，国際航空宇宙品質グループ（IAQG）によって作成された 9100 規格を基に，技術的内容及

び構成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，IAQG によって作成された 9100 規格にはない事項で

ある。 

 

この規格は，JIS Q 9001:2015 の新しい箇条の構造及び内容を取り入れるために改正した。加えて，産業

界の要求事項，定義及び注記は，JIS Q 9001 及びステークホルダーのニーズの両方に応じて改正している。 

顧客満足を保証するため，航空，宇宙及び防衛分野の組織は，顧客及び適用される法令・規制要求事項

を満たす，又はそれらを上回る安全性及び信頼性のある製品及びサービスを提供し，継続的に改善してい

かなければならない。しかし，産業の国際化，並びにそれに伴う地域・国々の要求事項及び期待の多様化

がこの目標達成を複雑なものにしている。組織は，世界中にわたる，サプライチェーン内のあらゆるレベ

ルの外部提供者から製品及びサービスを購入するという課題に取り組んでいる。外部提供者は，品質に対

する異なる要求事項及び期待をもつ多様な顧客に，製品及びサービスを引き渡すという課題に取り組んで

いる。 

産業界では，生産活動を通じて品質の著しい改善及びコスト削減を達成するという目的のために，アメ

リカ，アジア・太平洋及びヨーロッパの航空，宇宙及び防衛企業の代表者で構成する IAQG を設立した。

この規格は IAQG によって作成された 9100 規格を基に作成された。 

この規格は，品質マネジメントシステムの要求事項を可能な限り広範囲に標準化するとともに，世界中

の組織によるサプライチェーン全てのレベルで使用することができる。この規格の使用は，組織独特の要

求事項の縮小又は排除，品質マネジメントシステムの効果的な実施及び優れた慣行の適用範囲の拡大によ

って，品質，コスト及び納期に関するパフォーマンスの改善をもたらす。この規格は，主に航空，宇宙及

び防衛産業向けに作成されているが，JIS Q 9001 のシステムに要求事項を追加した品質マネジメントシス

テムを必要とする他の産業界においても使用することができる。 

この規格は，JIS Q 9001:2015 品質マネジメントシステムの要求事項をそのまま取り入れ，航空，宇宙及

び防衛産業の要求事項，定義及び注記について追加して規定する。これら追加事項は，斜体かつ太字で表

記する。 


